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議会運営委員会会議録 

令和２年８月２５日（火） 

（開 会）１０：００ 

（閉 会）１０：１７ 

案  件 

１ 議会の運営について 

 ２ 議長の諮問について 

 ３ 議会の会議規則、委員会に関する条例等について 

【 内 容 】 

１ 議案の説明・質疑 

２ 議案の付託委員会について 

３ 会期及び会議予定について 

４ 決算特別委員会の設置について 

（1）名称：令和元年度決算特別委員会 

（2）定数：１１人 

（3）人選届出期限：８月３１日（月）午後５時 

（4）設置時期：９月２日（水）定例会初日 

５ 質問及び質疑通告並びに意見書案・請願の提出締切日について 

（1）一般質問通告締切日        ８月２６日（水）午後５時 

（2）議案に対する質疑通告締切日    ９月 ３日（木）午後５時 

（3）意見書案・請願提出締切日     ９月 ３日（木）午後５時 

  

○委員長 

 ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。「議会の運営について」、「議長の諮問につ

いて」及び「議会の会議規則、委員会に関する条例等について」、以上３件を一括議題といたし

ます。令和２年度第５回定例会の提出議案について、執行部に説明を求めます。 

○総務課長 

予算関係の議案から、ご説明します。議案番号が前後しますが、「議案第１０１号 専決処分

の承認（令和２年度 飯塚市一般会計補正予算（第７号））」につきましては、地方自治法第１７

９条第１項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、報告を行い、承認を求めるものでご

ざいます。 

令和２年７月３１日専決と記載しております、令和２年度補正予算資料をお願いいたします。

３ページをご覧ください。表の下の方に記載しておりますように、令和２年７月の大雨災害に

かかる災害復旧に要する経費につきまして、既定の予算総額に１億４８１０万５千円を追加し

て８９７億５３４８万９千円にしようとするものでございます。４ページ以降に、補正予算の

概要等について記載いたしております。内容の説明は、省略させていただきます。 

続きまして、議案番号が戻りますが、「議案第８９号 令和２年度 飯塚市一般会計補正予算

（第８号）」及び「議案第９０号 令和２年度 飯塚市駐車場事業特別会計補正予算（第１号）」

につきましては、令和２年度補正予算資料をお願いいたします。３ページをご覧ください。今

回の補正につきましては、表の下に記載しておりますように、主に補助事業及び新型コロナウ

イルス感染症対策に要する経費等、今後の所要額を補正するものでございます。一般会計は、

既定の予算総額に２億３８６万４千円を追加して８９９億５７３５万３千円にしようとするも

のでございます。 



 2 

駐車場事業特別会計は、予算額に補正はありませんが、債務負担行為を設定しようとするも

のでございます。４ページ以降に、補正予算の概要等について記載いたしております。内容の

説明は、省略させていただきます。 

続きまして、予算関係以外の議案について、説明いたします。議案概要で、説明いたします。

１ページをお願いいたします。「議案第９１号 飯塚市手数料条例の一部を改正する条例」につ

きましては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一

部改正に伴い、個人番号の通知カードが廃止されたため、再交付手数料に関する規定を削除す

るものでございます。 

「議案第９２号 飯塚市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例」につきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する

省令の施行に伴い、関係規定を整備するものでございます。主な改正内容としましては、家庭

的保育事業所等が行う保育の終了後においても引き続き教育又は保育が受けられる場合の連携

施設の確保を不要とする規定を追加するものでございます。 

「議案第９３号 飯塚市子育て支援センター条例の一部を改正する条例」につきましては、

穂波交流センター２階に穂波子育て支援センターを設置するため、関係規定を整備するもので

ございます。 

「議案第９４号 飯塚市交流センター条例の一部を改正する条例」につきましては、穂波交

流センターの耐震改修に伴う各部屋の面積の変更を行うものでございます。 

「議案第９５号 飯塚市病院事業条例の一部を改正する条例」につきましては、飯塚医療圏

における救急医療体制を確保するため、飯塚市立病院の外来診療の休診日に土曜日を追加する

ものでございます。 

「議案第９６号 契約の締結」につきましては、二瀬交流センター建設工事について、赤尾・

西特定建設工事共同企業体と３億５００６万７００円で請負契約を締結するものでございます。 

２ページをお願いいたします。「議案第９７号 指定管理者の指定」につきましては、飯塚立

体駐車場の指定管理者として、太平ビルサービス株式会社を令和３年度から５年間指定するも

のでございます。 

「議案第９８号 指定管理者の指定」につきましては、街なか子育てひろばの指定管理者と

して、特定非営利活動法人 つどいの広場いいづかを令和３年度から５年間指定するものでご

ざいます。 

「議案第９９号 指定管理者の指定」につきましては、「サン・アビリティーズいいづか」の

指定管理者として、特定非営利活動法人 いいづか障害児者団体協議会を令和３年度から５年

間指定するものでございます。 

「議案第１００号 市道路線の認定」につきましては、開発帰属等に伴い８路線を認定する

ものでございます。 

議案第１０２号の人事議案につきましては、人権擁護委員１名が令和元年１１月２３日付け

をもって失職されたことに伴う後任委員１名の推薦について議会の意見を求めるもので、本会

議最終日に提案させていただきたいと考えております。 

「令和元年度 飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定」から「令和元年度 飯塚市立病院事業

会計決算の認定」までの１６件の認定議案につきましては、地方自治法、地方公営企業法の規

定に基づき、令和元年度の各会計の決算の認定をお願いするものでございます。 

３ページをお願いいたします。報告第２２号から次のページ第２７号までの６件の報告でご

ざいますが、「市営住宅の管理上必要な訴えの提起」、「市営住宅使用料請求事件に係る支払督促

申立てに対する異議申立て」、「市営住宅の管理上必要な和解の申立て」の専決処分、令和元年

度の「一般会計の継続費精算報告書」及び「健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率」に



 3 

つきまして、本会議最終日に報告させていただきたいと考えております。 

以上、簡単ですが議案の説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。なお、質疑は議会運営委員会の付託事件の範囲

内でお願いいたします。質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

次に、議案の付託委員会について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

 議案の付託委員会について、説明いたします。 

「令和２年第５回市議会定例会 議案一覧表」をご覧ください。議案第８９号は総務委員会

に、９０号は経済建設委員会に、９１号は協働環境委員会に、９２号及び９３号は福祉文教委

員会に、９４号は協働環境委員会に、９５号は経済建設委員会に、９６号は協働環境委員会に、

９７号は経済建設委員会に、９８号及び９９号は福祉文教委員会に、１００号は経済建設委員

会に、１０１号は総務委員会に、それぞれ付託していただいてはと考えております。 

次に、人事議案であります議案第１０２号は、最終日に上程し、提案理由説明の後、委員会

付託省略をはかっていただき、質疑、討論、採決としていただいてはと考えております。 

次に、認定議案でございますが、認定第１号から１２号までの１２件につきましては、後ほ

どご審議いただきます特別委員会に、１３号から１６号までの４件につきましては、経済建設

委員会に、それぞれ付託していただいてはと考えております。 

最後に、報告事項６件につきましては、最終日に報告、質疑としていただいてはと考えてお

ります。また、これにあわせる形で議案付託一覧表（案）も作成いたしております。 

ご審議方、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 （ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。議案の付託委員会については、事務局説明のとおりとすることにご異議

ありませんか。 

 （ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、会期及び会議予定について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

 会期及び会議予定について、ご説明いたします。 

 「令和２年第５回 飯塚市議会定例会会期日程（案）」をご覧ください。会期につきましては、

９月２日から２５日までの２４日間を考えております。 

次に、会議予定でございますが、本会議、委員会ともにそれぞれ会期日程（案）に記載のと

おりと考えております。なお、２委員会の同時開催時は、三密を避けるため、これまでと同様

に、議場と委員会室を使用して開催し、引き続き、発言時のマスク着用、会議中のペットボト

ルの持ち込み等、感染防止策を実施していくこととしております。 

また、初日６番目の「議案に対する質疑、委員会付託」につきましては、後ほどご審議いた

だくこととしております。 

 以上、ご審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長 
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 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 （ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。会期及び会議予定については、事務局説明のとおりとすることにご異議

ありませんか。 

 （ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、決算特別委員会の設置について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

 認定第１号から１２号までの１２件の決算認定議案につきましては、申し合わせにより特別

委員会を設置して付託することとされておりますので、これに従い、特別委員会を設置しまし

て、審査日程につきましては、今定例会中の９月１７日、１８日、及び２３日の３日間として

いただいてはと考えております。 

なお、案件に記載しておりますとおり、特別委員会の名称は「令和元年度決算特別委員会」、

委員定数は「１１人」としていただいてはと考えております。 

以上、ご審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。お諮りいたします。認定１号から認定１２号までの１２件について

は、事務局説明のとおり決算特別委員会を設置し、審査することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

よって、決算特別委員会を設置することに決定いたしました。 

次に、決算特別委員会の名称は、令和元年度決算特別委員会とし、委員定数は１１人とする

ことに、ご異議ありませんか。 

 （ な  し ） 

よって、特別委員会の名称は及び委員定数については、そのように決定いたしました。 

次に、委員の人員割り振り等について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

 委員の人員割りにつきましては、「令和元年度決算特別委員会人員割表」をご覧ください。委

員定数は先ほど申しました「１１人」ということでございます。各会派の人員から２．５名に

つき１名の割合で選出をしていただきたいと考えております。正副議長及び監査委員につきま

しては会派人員数には算入しますが、選出の対象とはなりません。不足する委員数につきまし

ては、白抜きの三角（△）印で示しております端数がある各会派間等で協議のうえ、５名を選

出していただきたいと考えております。 

なお、各会派間等で調整に至らない場合は、正副議長において、選出委員を調整するように

いたしております。選出委員の届け出期限につきましては、８月３１日、月曜日、午後５時ま

でとしていただき、特別委員会の設置につきましては９月２日、水曜日、定例会初日の本会議

におきまして、議案の質疑、委員会付託に際して、議長発議により設置していただいてはと考

えております。 

以上、ご審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 （ な  し ） 
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質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。委員の人員割り振りについては、事務局説明のとおりとすることに、ご

異議ありませんか。 

 （ な  し ） 

よって、委員の人員割り振りについては、そのように決定いたしました。 

次に、人員の届け出期限は８月３１日、水曜日、午後５時までとし、特別委員会の設置時期

については９月２日、水曜日、本会議での議案の委員会付託のときとすることに、ご異議あり

ませんか。 

 （ な  し ） 

よって、人員の届け出期限及び特別委員会の設置時期は、そのように決定いたしました。 

次に、一般質問、議案の質疑通告及び意見書案、請願の提出締め切り日について、事務局に

説明させます。 

○議会事務局次長 

 案件に記載いたしておりますとおり、一般質問の通告締め切りにつきましては、明日、８月

２６日、水曜日の午後５時までとなっておりますのでよろしくお願いします。 

次に、議案に対する質疑通告及び意見書案、請願につきましては、９月３日、木曜日、午後

５時までに提出していただきますようお願いいたします。 

なお、認定第１号から１２号までの認定議案に対する質疑通告につきましては、日程の関係

上、行いませんので、ご了承願います。 

以上です。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 （ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。一般質問、議案の質疑通告及び意見書案、請願の提出締め切り日につい

ては、事務局説明のとおりとすることにご異議ありませんか。 

 （ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

最後に、次回の委員会は９月２日、水曜日の定例会初日、午前９時３０分から開催いたしま

すので、よろしくお願いいたします。 

本日の審査はすべて終了いたしましたので、これをもちまして議会運営委員会を閉会いたし

ます。お疲れさまでした。 


